
I n f o r m a t i o n I n f o r m a t i on

　　

年
金
・
医
療
費
・
社
会
福
祉
な
ど

の
困
り
ご
と
、ま
た
相
続
・
土
地
問

題
な
ど
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。無

料
・
秘
密
厳
守
。な
お
、
病
院
の
利

用
者
以
外
の
方
も
利
用
で
き
ま
す
。

■
日
時　

12
月
９
日（
木
）

　　　　　　　
９
時
〜
14
時

■
場
所　

高
知
大
学
医
学
部
付
属

病
院
１
階
ロ
ビ
ー
（
南
国
市
岡
豊

町
小
蓮
一
八
五
ノ
一
）

■
参
加
予
定
機
関　

高
知
大
学
医

学
部
付
属
病
院
・
南
国
市
・
日
本

年
金
機
構
南
国
年
金
事
務
所
・
全

国
健
康
保
険
協
会
高
知
支
部
・
高

知
県
司
法
書
士
会
・
高
知
行
政
評

価
事
務
所
・
行
政
相
談
委
員

■
問
い
合
わ
せ　

　　

総
務
省
高
知
行
政
評
価
事
務
所

行
政
相
談
課
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1
0
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平
成
22
年
中
に
納
付
さ
れ
た
国

保
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
納
付
確
認

書
を
、市
役
所
税
務
課
及
び
各
支

所
等
で
発
行
し
ま
す
。確
定
申
告
等

で
必
要
な
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　

申
請
の
際
、
認
め
の
印
鑑
も
し

く
は
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証

な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

　　

固
定
資
産
税
の
課
税
の
基
準
と

な
る
日
は
１
月
１
日
で
す
。今
年
中

に
家
屋
を
新
築
し
た
り
、
既
存
の

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
税
務

課
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
宅
地
に
つ
い
て
次
の
区
分
が
あ

り
ま
す
。

【
住
宅
用
地
】

　　

住
宅
用
地
に
は
税
負
担
を
軽
減

す
る
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い

て
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
小
規
模
住
宅
用
地
…
200
㎡
以

下
の
住
宅
用
地
（
200
㎡
を
超
え
る

場
合
は
住
宅
１
戸
当
た
り
200
㎡
）

を
小
規
模
住
宅
と
い
い
、
課
税
標

準
額
が
価
格
の
６
分
の
１
に
な
り

ま
す
。

▼
一
般
住
宅
用
地
…
小
規
模
住

宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
で
、
課

税
標
準
額
が
価
格
の
３
分
の
１
に

な
り
ま
す
。た
だ
し
、家
屋
の
床
面

積
の
10
倍
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

し
、
併
用
住
宅
の
場
合
は
一
定
の

率
を
乗
じ
た
面
積
だ
け
が
特
例
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

【
非
住
宅
用
地
】

　　

非
住
宅
用
地
に
は
特
例
措
置
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

倉
庫
な
ど
を
取
り
壊
し
た
場

合
、
家
屋
の
評
価
が
な
く
な
り
税

額
は
下
が
り
ま
す
。

　
　

し
か
し
、
住
宅
を
取
り
壊
し
た

場
合
、
家
屋
の
税
額
は
下
が
り
ま

す
が
、宅
地
は
非
住
宅
用
地
と
な
っ

て
住
宅
用
地
の
特
例
措
置
が
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、課
税
標
準
額
が

上
が
る
こ
と
に
な
り
、税
額
が
上
が

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
新
築
住
宅
に
は
減
額
措
置
が
あ

り
ま
す
。

【
減
額
措
置
と
は
】

　　

居
宅
や
併
用
住
宅
を
新
築
さ
れ

た
と
き
は
、一
定
期
間
、次
の
要
件

で
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
　

対
象
は
居
住
部
分
と
な
っ
て
お

り
、
併
用
住
宅
で
は
居
住
部
分
の

割
合
が
２
分
の
１
以
上
の
も
の
に

限
ら
れ
ま
す
。ま
た
、床
面
積
が
50

㎡
（
一
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅

は
40
㎡
）以
上
、280
㎡
以
下
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　　

対
象
面
積
は
居
住
部
分
の
120
㎡

と
な
り
、
120
㎡
ま
で
の
住
宅
は
全

面
積
を
、
120
㎡
を
超
え
る
住
宅
は

120
㎡
分
を
減
額
し
ま
す
。

　
　

減
額
さ
れ
る
額
は
、
税
額
の
２

分
の
１
、
減
額
さ
れ
る
期
間
は
、
一

般
の
住
宅
で
新
築
後
３
年
間
、３
階

以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
等
で
新

築
後
５
年
間
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
課

■
連
絡
先　　

香
南
警
察
署

　　　　

55
ー
０
１
１
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慌
た
だ
し
い
年
の
暮
れ
が
迫
っ
て

き
ま
し
た
。例
年
、年
末
年
始
は
歳

末
大
売
り
出
し
や
初
詣
で
・
旅
行

や
帰
省
ラ
ッ
シ
ュ
等
と
各
地
で
人
出

が
増
加
し
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
。ま
た
、お
金
を
持
ち
歩
く
機
会

も
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
に
伴

う
思
わ
ぬ
事
件
事
故
に
巻
き
込
ま

れ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

★
空
き
巣
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め

に
…
少
し
の
外
出
で
も
鍵
か
け
を
！

　

★
ス
リ
・
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
に

遭
わ
な
い
た
め
に
…
貴
重
品
は

し
っ
か
り
と
持
つ
！

　

★
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
被
害

に
遭
わ
な
い
た
め
に
…
慌
て
ず
！

あ
せ
ら
ず
！
事
実
確
認
を
！！

　

★
事
故
防
止
の
た
め
に
…
年
末

年
始
の
イ
ベ
ン
ト
等
の
人
混
み
で

は
後
ろ
か
ら
押
し
た
り
、割
り
込
み

等
の
事
故
に
つ
な
が
る
よ
う
な
危

険
行
為
は
や
め
ま
し
ょ
う
！

　

明
る
く
楽
し
い
年
末
年
始
を

迎
え
る
た
め
に
、一
人
ひ
と
り
が

十
分
な
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
！

（
香
南
警
察
署
内
・
香
南
地
区
地

域
安
全
協
議
会　　

地
域
安
全
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
・
長
田
麻
紀
）

　　

12
月
10
日（
金
）か
ら
平
成
23
年

１
月
９
日（
日
）ま
で
、年
末
年
始
の

交
通
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
　

年
末
年
始
は
、
忘
年
会
・
新
年

会
な
ど
飲
酒
の
機
会
が
多
く
な
る

こ
と
や
、帰
省
等
に
よ
る
交
通
量
の

増
加
の
た
め
、
重
大
な
交
通
事
故

が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
　

何
か
と
気
ぜ
わ
し
い
時
期
で
す

が
、心
に
ゆ
と
り
と
思
い
や
り
を
も
っ

て
行
動
し
、「
飲
酒
運
転
を
し
な
い
・

さ
せ
な
い
」を
徹
底
さ
せ
、

無
事
故
で
明
る
い
新
年

を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

（
高
齢
者
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
・
岡
﨑
由
美
）

　
　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理

由
等
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
が
免

除
さ
れ
る「
申
請
免
除
制
度
」や
障

害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
な

ど
が
該
当
す
る「
法
定
免
除
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。

　　

ま
た
、若
年
層（
20
歳
代
）の
方
を

対
象
と
し
て
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る「
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
」や
学
生
の
方
を
対
象
と
し
た「
学

生
納
付
特
例
制
度
」も
あ
り
ま
す
。

　　
こ
れ
ら
の
保
険
料
免
除
や
納
付

猶
予
な
ど
を
受
け
た
期
間
に
つ
い

て
は
、
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

必
要
な
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
受
け
取
る
年
金
額
は

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
よ

り
少
な
く
な
り
ま
す
。

　　
こ
の
た
め
、こ
れ
ら
の
期
間
は
10

年
以
内（
例
え
ば
、平
成
22
年
２
月

分
は
平
成
32
年
２
月
末
ま
で
）で

あ
れ
ば
、あ
と
か
ら
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
将
来
、
受
け
取

る
年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
に
も

追
納
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
保
険
料
の
免
除
や
納
付

猶
予
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
年
度

か
ら
起
算
し
て
、３
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、当

時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応

じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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8
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市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。そ
の
年
の
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た

保
険
料
が
対
象
で
す
。

　　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、支
払
っ
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　　
こ
の
た
め
、平
成
22
年
１
月
１
日

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」が

本
年
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際

に
は
必
ず
こ
の
証
明
書（
ま
た
は
領

収
証
書
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

つ
い
て
は
、来
年
の
２
月
上
旬
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご

本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、ご
家
族

あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を

添
付
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」に
つ
い
て
の

ご
照
会
は
、
控
除
証
明
書
の
は
が

き
に
表
示
さ
れ
て
い
る
年
金
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

申
請
書
に
基
づ
い
て
選
挙
人
名

簿
を
作
成
し
ま
す
。
選
挙
人
名
簿

に
登
載
さ
れ
な
け
れ
ば
、
農
業
委

員
の
選
挙
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
な

い
の
で
、資
格
の
あ
る
方
は
忘
れ
ず

に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
配
布
・
回
収
に
つ
い
て

　
　

申
請
書
は
、
昨
年
の
名
簿
を
基

に
12
月
20
日
ご
ろ
に
郵
送
し
ま
す

の
で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

資
格
が
あ
る
の
に
、
申
請
書
が

届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
書
の
提
出
期
限

　　

23
年
１
月
10
日（
月
）

◆
名
簿
登
載
資
格
者

　　

次
の
全
項
目
に
該
当
す
る
人

　
・
平
成
３
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
人

　
・
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
香

南
市
に
住
所
が
あ
る
人

　
・
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作

業
務
を
営
む
人
、
及
び
配
偶
者
ま

た
は
同
居
す
る
親
族
で
、
年
間
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
人

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
農
業
委
員
会
事
務
局

香
南
警
察
署

「
病
院
出
前
行
政
相
談
所
」開
設

相

談

固
定
資
産
税
の
届
け
出

税

金

平成２２年度

固　定　資　産　税　第３期

国民健康保険税　第６期
の納期限は

１２月２７日（月）です。
期限内の納付をお願いします。

年
末
年
始
の
防
犯
対
策
や

事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
！

年

金

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」が
発
行
さ
れ
ま
す

排 水 結 果
（平成22年10月分）

市と㈱ルネサステクノロジが締結し
ている公害防止協定書による工場
の排水検査結果を報告します。

項　目 単位 目標値 測　定　値

工　

場　

排　

水

排 出 量

水 温

水 素 イ オ ン

生物化学的酸
素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

ノルマルヘキサン
抽出物質含有量

銅 含 有 量

弗 素 含 有 量

シアン化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

クロム含有量

ｍ３/D

℃

PH

ｍｇ/ｌ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

－

－

5.8～8.6

20以下

25以下

5以下

1以下

8以下

（1以下）

0.1以下

（0.1以下）

（2以下）

2,387

26.0

7.1

2,354

26.6

7.5

2,323

26.8

7.9

2,383

24.6

7.0

1.5

1.0未満

0.5未満

0.01未満

2.7

0.1未満

0.002未満

0.005未満

0.02未満

※排出量、水温、水素イオン濃度は、第１～第４週の水曜日に検査   
　　した数値です。
※目標値とは、公害防止協定書による目標値です。
※目標値（　　）内は、国の基準です。
※この水質検査は毎月行われています。
　　結果については、紙面の都合上３カ月に一度掲載します。

社
会
保
険
料
の

納
付
確
認
書
発
行
に
つ
い
て

年
末
年
始
の
交
通
安
全
運
動

農

業

▼以後の日程、その他詳細は
　市議会事務局
　　　　　  57ｰ8513 まで

●１２月７日(火) ９時３０分～

　　開会…本会議
　　　　　　　　（諸般の報告など）

「
農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載

申
請
書
」の
提
出
に
ご
協
力
を
！

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？
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